
 ■水栓に関連する項目 

低炭素建築物認定基準について 

出典：国土交通省資料 

「給湯設備」の省エネ手段として 
節湯水栓（Ａ１，Ｂ１，Ｃ１）が対象 

給湯設備 

「節水に関する取組み」の中の 
１つの項目として節水水栓が対象 

節水に関する取組み  
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